
議案第３２号

専決処分の承認を求めることについて

令和４年度埼玉県和光市一般会計補正予算（専決第１号）について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したの

で、その承認を求める。

令和４年５月２４日提出

和光市長 柴﨑 光子

提 案 理 由

令和４年度埼玉県和光市一般会計補正予算（専決第１号）について専決処分したの

で、地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出するものである。





専 決 処 分 書

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、専決処分する。

令和４年度埼玉県和光市一般会計補正予算（専決第１号）（別紙のとおり）

令和４年３月３１日

和光市長 柴﨑 光子





令和４年度埼玉県和光市一般会計補正予算（専決第１号）

令和４年度埼玉県和光市の一般会計の補正予算（専決第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０，６７８千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８，０５０，０４８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。



第 １ 表

歳  入  歳  出  予  算  補  正

（歳入）

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

－  1 －

16 国庫支出金 5,440,476 30,678 5,471,154

2 国庫補助金 909,098 30,678 939,776

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 28,019,370 30,678 28,050,048



（歳出）

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

－  2 －

3 民生費 13,899,869 30,678 13,930,547

1 社会福祉費 4,582,746 30,678 4,613,424

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 28,019,370 30,678 28,050,048





－ 4 －

令 和 ４ 年 度

埼 玉 県 和 光 市 一 般 会 計 補 正 予 算

説 明 書



１ 総 括

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

（歳 入）

款 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

－  5 －

 16 国庫支出金 5,440,476 30,678 5,471,154

歳　　入　　合　　計 28,019,370 30,678 28,050,048



（歳 出）

款 補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源

国　県
支出金

地方債 その他
一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

－  6 －

  3 民生費 13,899,869 30,678 13,930,547 30,678 0

歳出合計 28,019,370 30,678 28,050,048 30,678










